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報　告

民間気象業務の発展と民間気象業務支援センターによる

情報提供業務の動向について

一般財団法人　気象業務支援センター 1

　要　　旨

　「（一財）気象業務支援センター」は，気象業務法に定められた「民間気象業

務支援センター」として気象庁長官より指定されている．本報告では，指定法

人としての業務の一環として，昭和 20(1945) 年代からの民間気象業務につい

て社会・経済等の発展を踏まえつつ整理するとともに，これまでの約 20 年間

の「情報提供業務（オンライン配信サービス）」について利用者の動向を調査

した．

　特に，近年は，①情報通信技術（ICT）の急激な発展と産業・一般国民への普及，

②一般企業等も含めた防災・危機管理対策の強化，③気象庁の提供する気象情

報の精緻化と精度向上などから，オンライン配信サービスの利用者が予報業務

許可事業者のみならず一般企業等に急激に拡大しており，民間気象業務につい

て新たな視点が必要な時代となっている．

　現在，デジタル放送，インターネットやスマートフォンなどの携帯端末等の

急激な普及により様々な気象情報サービスが行われており，国民一人一人が欲

しい時に欲しい情報をとれる時代となり，災害の防止・軽減，国民の日々の生

活への支援，さらに産業・経済活動の振興など，気象業務の目的を着実に実現

してきている．さらに，予報業務許可事業者や報道機関のみならず，一般企業

等においても，自ら積極的に活用するなど様々な産業・経済分野で気象情報の

利活用が拡大してきている．

1 羽鳥光彦（理事長）（平成 27 年 10 月 13 日発行）

1. はじめに

平成 5(1993) 年 5 月，気象業務法の一部改正が

行われ，平成 6(1994) 年 5 月の施行と同時に（財）

気象業務支援センター（注）が「民間気象業務支援

センター（第二十四条の二十八）」及び「指定試

験機関（第二十四条の五）」として指定され，気

象庁の保有する情報のオンライン配信サービスや

オフラインデータの提供（「情報提供業務」）など，

民間気象業務を支援するための業務を開始した．

以来 21 年間，（一財）気象業務支援センターでは，

気象庁における観測・予報・情報システムの強化

による各種の気象情報の改善・充実とともに，オ

ンライン配信に必要なシステムを順次更新・拡充

してきている．

本報告では，はじめに，昭和 20(1945) 年代か

ら現在までの約 70 年間の民間気象業務について，

その歴史的視点と展開を予報業務許可事業者や

報道機関を中心にとりまとめる．その際，平成

5(1993) 年の気象業務法改正による「情報提供業

務」等の制度化とも関連付けながら記述した．次
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年 4 月には「一般財団法人」に移行している．

これにより，同改革に伴い実施する公益目的

支出計画への行政庁（内閣総理大臣）からの

監督を除き，法人としては行政庁からの監督

は受けないこととなった．なお，気象業務法

による情報提供業務等の指定機関や登録機関

としての気象庁による監督等については，同

法の定めによる．

2. 民間気象業務の歴史と発展

昭和 20 年代から現在までの約 70 年間の民間気

象業務の発展について，技術面に加えて，一般的

に言われている日本の社会・経済の発展も踏まえ

て，次の 3 つの時代に分けてとりまとめた（第 1
図）．

①昭和 20 年代後半～昭和 40 年代後半の高度経

済成長期

②昭和 40 年代後半～平成初期の安定 / バブル

経済成長期

③平成初期の気象業務法改正と近年の ICT 化

による新たな民間気象業務の展開

2.1　昭和 20 年代後半～昭和 40 年代後半の高

度経済成長期

2.1.1　日本気象協会の設立と予報業務許可制

度の創設

第二次世界大戦終了後，中央気象台では行政

の組織・定員等の整理が進められ，その一環とし

て昭和 24(1949) 年，中央気象台の事業を支援す

る組織として「日本気象協会」が設立され，昭和

25(1950) 年に公益法人化された（気象庁，1975）．
さらに，戦後の産業・経済活動の発展に伴い，

測候所の設置要望等，気象情報へのニーズも高ま

ってきたが，行財政事情から全て国営 3 で賄うこ

とは困難であり，地方自治体あるいは民間活力の

活用へ繋がっていった．

昭和 27(1952) 年，「気象業務法」が制定され，

気象庁以外の者による予報業務について，一定の

品質を確保し社会的な混乱の回避や公共の福祉を

に，近年の約 20 年間のオンライン配信サービス

の利用者の動向をとりまとめ，その背景・要因や

今後の展開についても可能な範囲で分析した．

なお，ここでは，歴史的な経緯から民間気象業

務として気象・波浪等の予報業務許可事業者や報

道機関を主な対象としているものの，近年の情報

提供業務の利用者の動向から一般企業等も含め広

く気象庁の気象情報を利用する事業を含むものと

している．また，民間気象業務の範囲について，

国（気象庁）から見て，現在良く使われるアウト

ソーシングに当たる公益法人等の事業活動も含

むものとしている．例えば，第 2.1.2 項で触れる

177 電話サービスなどである．さらに，民間気象

業務の歴史的な経過をまとめるに当たっては，こ

れまでの経過を客観的かつ発展的に捉えるよう努

めた．

なお，平成 18(2006) 年度に導入された地震動

の予報にかかわる許可事業者等による民間気象業

務は対象としていない．但し，参考とするため，

緊急地震速報のオンライン配信サービスの利用状

況についての調査結果を付録 1 に示した．

また，歴史的な記述は元号と西暦を併記したが，

情報提供業務の動向については，平成以降であり

元号のみを付した．

本報告は，（一財）気象業務支援センターが，

気象業務法第二十四条の二十九に定められた「民

間気象業務支援センター」の業務の一環として行

ったものである．具体的には，同条において，「情

報提供業務」の実施とともに「情報提供業務及び

気象情報の利用に関する調査及び研究を行うこ

と」，「民間における気象業務の健全な発達を支援

し，及び気象情報の社会活動における利用の促進

を図るために必要な業務を行うこと」などが定め

られている．

注：（財）気象業務支援センターは，国土交通

省（気象庁）の監督下の「公益法人（財団法

人）」として平成 5(1993) 年 3 月に設立された．

その後，公益法人改革 2 により平成 24(2012)

2 内閣官房行政改革推進室ホームページ参照（http://www.gyoukaku.go.jp/about/koueki.html，2015.8.17 閲覧）．

3 昭和初期まで，地方官署の多くが地方自治体により設置・運営されていたが，昭和 14(1939) 年，全て国営（中央

気象台）に移管されている．
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守るため，許可制度が導入された．その際，防災

対策における気象庁の国としての責務の明確化と

民間気象業務の利用者の利益を守るため，気象庁

以外の者による気象等の警報が原則的に禁止さ

れ，予報業務許可事業者に対して当該業務にかか

わる警報事項の利用者への伝達に努めることを義

務付けた．これにより，国（気象庁）と気象庁以

外の者（民間気象事業者等）との役割が制度化さ

れ，現在に至るまで，その意義は変わらない．古

谷（1957）による気象業務法の解説には，

●「最近，漁港あるいは産業都市で…測候所開

設の要望が数多くある」

●「全面的に国営主義をとって，すべて国費で

賄うことは困難である」

●「地方的なものに対しては…許可事業として

認める」，「予報業務を事業として対価をとる

ものに対しては許可事業として認める」

と記載されており，事業形態としては，地方自治

体あるいは民間の「測候所」が想定されている．

昭和 28(1953) 年には，「茨城県水産試験場」と

ともに，現在の「日立市（天気相談所）」，最初の

民間気象会社「（株）トウジョウ・ウェザー・サ

ービス・センター（現在の「いであ（株）」）」が

予報業務許可を取得している（茨城県水産試験場

は後に予報業務を廃止）．（財）日本気象協会は，

2 年後の昭和 30(1955) 年に許可を取得している．

なお，具体的に許可対象となった予報業務は，

一般向けには気象庁発表の予報の解説（「解説予

報」と呼ばれている）に限られ，利用者が個別に

特定された場合に事業者が独自に作成する予報

（特定向け予報）が認められており，平成 5(1993)
年の気象業務法の改正まで続けられた．

第 1 図　昭和 28 年度から平成 26 年度にかけての予報業務許可事業者数（気象）の推移．予報業務許可制度や数値

予報モデルの高度化等の重要な転換点とともに，一般的に言われている日本経済の発展の状況についても参

考にコメントを付した．事業者数は，各年度末の数である．図は，気象庁（2015a）及び気象庁提供資料よ

り作成した．
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予報業務許可事業者の主要な事業をまとめると次

のとおりとなる．

① テレビ・電話の普及：テレビにおける天気

予報の解説（解説予報）及び 177 電話サービ

ス

② 貿易立国・海運業の発展：船舶等への波浪

予報等の海洋気象情報の提供（特定向け予

報）．後の最適航路サービス（ウェザールー

ティング）へと発展する（ウェザー・ルーテ

ィング研究グループ，1992）
③ 電力等の需要拡大：電源立地調査（環境・

海洋アセスメント），電力事業者向け情報提

供（特定向け予報）

④ 公共事業の拡大：環境や海洋調査などのア

セスメントやコンサルタント．港湾・道路等

の公共工事，管理等への情報提供（特定向け

予報）

⑤ 公害問題（大気汚染，水質汚染等）：大気・

水質等の観測・分析

（財）日本気象協会や現在の「いであ（株）」を

はじめ予報業務許可事業者は，予報業務に加え，

環境や海洋などのアセスメントやコンサルタン

ト分野で事業と組織を急拡大しており，まさに

「高度成長」の時代となった．但し，予報業務許

可事業者は数の上では，昭和 28(1953) から昭和

48(1973) 年の 20 年間，緩やかに増加し 3 者から

9 者となったものの，10 者に満たない状況が続い

ている．

高度経済成長期の民間気象業務にかかわる記録

としては，例えば，気象庁（1975），日本気象協

会（2000），国土環境株式会社（2003）などがある．

2.2　昭和 40 年代後半～平成初期の安定 /バブ

ル経済成長期（情報化の時代へ）

2.2.1　気象庁における観測・数値予報技術の

高度化

昭和 40(1965) 年代後半に入ると，観測システ

ムや数値予報において近代化が加速した．これに

より，現在の（一財）気象業務支援センターが配

信サービスで扱っている主要な観測・予報等の情

2.1.2　テレビ・電話による天気予報サービス

の開始

昭和 28(1953) 年 2 月にはテレビ放送がはじま

り，天気予報の放送も同じ年に開始された．その

後，テレビにおける天気予報番組は，予報業務許

可事業者の主要な活躍の舞台となり，天気予報の

国民への周知において主要なメディアへと発展

し，社会・経済，さらには技術の発展，気象情報

の高度化とともに多様なサービスが実現し，現在

に至っている．

また，同時期の昭和 29(1954) 年には，気象庁

により天気相談業務の一環として東京で自動応答

電話による天気予報サービスが開始され，その後

すぐに，気象庁の監督のもと事業の実務主体とし

て当時の日本電信電話公社と（財）日本気象協会

との枠組みが整えられ，順次全国展開された（気

象庁，1975）．現在の 177 電話サービスであり，

最盛期には，1 日平均で 100 万コールを超える利

用があった．177 電話サービスは，現在でも一定

のニーズと利用があるものの，利用者数は減少し

ている．一方で，個人が必要な時に自ら気象情報

へアクセスする手段としては，インターネットや

スマートフォン等の携帯端末等が主なものとなっ

ている．例えば，気象庁のホームページのアクセ

ス数は，平成 25 年の 1 年間で約 60 億ページビュ

ーに達しており（気象庁，2015b），予報業務許可

事業者，報道機関のほか民間事業者からも多様な

サービスが行われている．

2.1.3　気象情報のニーズ拡大と予報業務許可

事業者

高度経済成長とともに船舶・鉄道等の運輸部

門，公共事業，電源開発，公害問題等において気

象部門からの専門的な寄与が求められ，（財）日

本気象協会を含む予報業務許可事業者は事業を急

激に拡大させて行った．この時代には，気象デー

タの流通は通信等の技術面から依然困難な時代で

あり，民間の予報業務も，気象庁の「測候所」な

どと同様に現場に事業所を置き，自らも気象や海

洋観測を行い，天気図を作成し予想するなど，多

くの労力が払われた．

高度経済成長期当時の社会・経済等の情勢と，
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報について，初期段階ではあるが計算機可読型あ

るいはデジタル化が開始されることとなる．

例えば，昭和 49(1974) 年の地域気象観測シス

テム（アメダス），昭和 52(1977) 年の静止気象衛

星（ひまわり）の打ち上げなど，現在の基幹とな

る観測システムが整備された．また，気象レーダ

ーについても，昭和 57(1982) ～平成 6(1994) 年に

かけデジタル化により高度な処理が可能となり，

今日の解析雨量，降水短時間予報，降水ナウキャ

スト等へとつながって行く．

大型計算機も 6 から 8 年おきに更新され数

値予報モデルも高度化していった．特に，昭和

63(1988) 年には，「気象資料総合処理システム

（COSMETS）」の運用が開始され，モデルの対象

領域も北半球から地球全体となり，全球（GSM），

アジア域（ASM），日本域（JSM），台風の 4 つの

数値予報モデルが運用を開始し，週間天気予報レ

ベルまでの数値予報モデルの包括的な体系が構築

され，降水短時間予報も業務化された．さらに，

ファックス図等に加えて新たに数値予報等の格子

点値（GPV）の気象官署での利用も開始され，予

報業務許可事業者等の部外からも GPV 提供への

要望が強くなり検討が進められている（気象庁予

報部，1987）．

2.2.2　予報業務許可事業者の動向と主要なサ

ービス

安定 / バブル経済成長期の予報業務許可事業者

については，昭和 48(1973) ～平成 3(1991) 年の

17 年間で，事業者数は 3 倍（7 者から 22 者）に

増え，新たなニーズに対応して成長するとともに，

事業者間の競争の時代ともなった．新規参入の代

表的な事業者としては，昭和 45(1970) 年，米国

企業「（株）オーシャンルーツ」の子会社として

スタートを切った「（株）ウェザーニューズ（昭

和 61(1986) 年設立）」や「（株）フランクリンジ

ャパン（平成 3(1991) 年設立）」などがある（村上，

2004）．
日本経済の成長に併せて，予報業務許可事業者

の収益性が高まり，例えば，予報業務許可事業者

全体の総売上げは，昭和 61(1986) 年の約 130 億

円から，平成 3(1991) 年までの 5 年間で約 240 億

円と倍近く伸び，平成 8(1996) 年には 300 億円を

超えている（第 2 図，気象庁，2013）4．但し，

同時期の（財）日本気象協会の売上げが主体を占

めている（日本気象協会，2000）．（財）日本気象

協会は，公益法人として運輸省（気象庁）の監督

のもと業務を拡大したが，現在の民間気象業務の

発展への牽引役を果たしてきたものと考えられ

る．

予報業務許可事業者全体としては，気象情報へ

の利用者のニーズの多様化に応え，新規参入が増

加し成長基調となった．同時に，最新の情報通信

やデータ処理技術を導入し，情報産業として成長

して行った．これにより，予報等の気象情報サー

ビスも，利用者側からみてコストが低廉化され，

さらに，ファックスなど新たな情報提供手段を用

いた個人向けサービスも現実のものとなっていっ

た．

当時の特徴的な新たなサービスとしては，既

に実用化され発展期にあった船舶向けの「ウェザ

ー・ルーティング」に続き，平成 2(1990) 年頃か

らは，小売業を対象とした「ウェザーマーチャン

ダイジング」や金融派生商品としての「天候デリ

バティブ」などの調査や実用化が進められ，新た

なマーケットの開発が進められた（例えば，朝倉

他，1992，宮崎，2004）．
当時の社会・経済等の状況と主要な事業をまと

めると次のとおりとなる．

① 産業構造の変化（ハイテク，情報，レジャ

ー等の産業が成長）：企業等の利用者拡大と

情報サービスの質的転換（ウェザーマーチャ

ンダイジングや天候デリバティブ）（特定向

4 気象庁では予報業務許可事業者の協力を得て，事業者全体での総売上げの調査を行ってきており昭和 61(1986) 年
から平成 23(2011) 年までのデータが公表されている（例えば，気象庁，2013）．各事業者からのデータには，気象

情報サービスにかかわる事業のみではなく，コンサルタント等によるものも含まれるなど，事業者によって任意性

がある．このため，調査結果については，具体的な個々の数値ではなく，年々の全体的な傾向として捉える必要が

ある．
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け予報等）

② 情報化の黎明期（「ニューメディア」と言わ

れた時代）：情報処理・提供媒体の多様化（特

定向け予報等）．例えば，パソコン通信，ケ

ーブルテレビ，ファックス，ポケットベル，

等

③ 天気番組の情報化：人手による天気図等の

図版作成から計算機処理によるコンピュー

タ・グラフィックスへ（解説予報）

2.2.3　予報業務許可事業者における情報化と

気象情報のオンライン提供の開始

予報業務許可事業者においても，昭和 50(1975)
年代前半には計算機の導入が開始され情報提供サ

ービスも高度化していった．

（ 財 ） 日 本 気 象 協 会 は， 昭 和 48(1973) ～
51(1976) 年度にかけて，オンライン気象情報提供

システム（MICOS）の整備を進め，昭和 53(1978)

年より運用を開始している．「（株）ウェザーニュ

ーズ」による気象・海洋データベース（Dekita）
の整備など，他の予報業務許可事業者においても

情報化が進められた（村上，2004 など）．

この昭和 53(1978) 年の段階で，気象庁から公

益法人である（財）日本気象協会が運用している

MICOS へのアメダスデータの提供体制が整えら

れ，さらに，他の予報業務許可事業者に対しても，

MICOS から運用実費で分岐することが気象事業

者を含む関係者で合意されている（日本気象協会，

2000）．その後，気象庁から提供される気象情報

も気象衛星などへ拡充し，初期段階で制度的には

十分な整理が行われていなかったが，現在の「民

間気象業務支援センター」によるオンライン配信

サービスの前身となった 5．但し，予報業務許可

事業者でもある（財）日本気象協会が配信サービ

スを行うことについては，民間の利用者から見て

中立性や公平性，さらには，行政機関からの情報

5 気象庁から MICOS 経由以外のデータ提供としては，報道機関を中心として，例えば，日本放送協会（NHK）向

けには全国中枢気象資料自動編集中継装置（C-ADESS）からレーダー・アメダス合成図や降水短時間予報のメ

ッシュデータが提供（気象庁予報部，1987）され，また，アメダスデータについても地域気象観測センターから

NHK，TBS 等と直接接続（地域気象観測センター，1985）するなど，MICOS のほか幾つかの情報提供のルートが

あった．これらは，現在は（一財）気象業務支援センターによるオンライン配信サービスに集約化されている．

第 2 図　予報業務許可事業者数，総売上げの推移（昭和 61 年度から）．値は各年度末のもので，気象庁（2015a）
及び気象庁（2013）より作成した．
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公開という点でも体系的なものではなく課題を抱

えていた．

昭和 63(1988) 年の COSMETS 更新と前後して，

情報化と数値予報等気象情報の精度向上，さらに

社会的な気象情報へのニーズの高まりと相まっ

て，予報業務許可事業者等からの数値予報 GPV
等の気象データの配信と利用への期待も高まり，

平成 3(1991) 年 2 月，配信利用者と気象庁が調整

や協議を行うことを目的として「気象庁配信デー

タ利用者協議会」が設置された．

このように民間気象業務の躍進も目覚ましいな

か，気象庁と民間部門が連携・協力して情報化社

会において多様化するニーズに応えるため，平成

3(1991) 年 3 月，気象庁は気象審議会に対して「社

会の高度情報化に適合する気象サービスのあり方

について ｣を諮問した．

2.3　気象業務法改正と近年の ICT 化による新

たな民間気象業務の展開

2.3.1　情報提供体制の確立と気象予報士制度

の創設

平成 4(1992) 年 3 月，気象審議会より第 18 号

答申が行われ，気象庁，関係機関，民間気象事業

者が連携・協力した気象情報サービスの実現に向

けた提言が行われた（気象審議会，1992）．第 18
号答申を受けた施策の具体化に当たっては，技術

面のみならず，利用者の費用負担も含めた制度面

のあり方について予報業務許可事業者，報道機関，

情報通信事業者，測器関連事業者等とも連携して

検討が開始された．同年 11 月には，気象庁との

必要な調整や協議を行うことを目的として，「気

象事業振興協議会」が設立された．なお，同協議

会は，平成 14(2002) 年 1 月に「気象庁配信デー

タ利用者協議会」及び「産業気象利用者協議会」

とともに，現在の「気象振興協議会」に発展的に

統合された．

平成 5(1993) 年 5 月，気象業務法の一部改正が

行われ，気象予報士及び民間気象業務支援センタ

ーによる情報提供業務などについて制度面から体

制が整備され，平成 6(1994) 年 5 月に施行された．

これを支えるものとして同年 3 月には「（財）気

象業務支援センター」が設立され，同年 5 月，「民

間気象業務支援センター」及び「指定試験機関」

として気象庁長官より指定され業務を開始した．

これにより，予報・警報やアメダス等の気象庁の

最終製品のみならず，基盤となる数値予報 GPV
等の気象情報の原則公開と利用者による受益者負

担（配信に必要な経費の応分の負担）による公平

かつ透明な情報提供体制が整えられた．さらに，

数値予報 GPV 等の気象情報の提供と気象予報士

制度の創設により，民間による一般向け天気予報

の品質確保のための体制が整えられた．

また，情報提供体制とともに，気象予報士制度

の導入により予報業務許可の技術基準が明確にな

り，さらに新たな制度と多くの予報業務許可事業

者の活動が顧客や利用者に認知され，民間の事業

活動における公平な環境が整えられて行った．

なお，気象業務法改正の記録は気象庁企画課

（1994）に，（財）気象業務支援センターの設立や

初期の経緯は（財）気象業務支援センター（2004）
にとりまとめられている．

2.3.2　民間の予報業務の規制緩和

平成 6(1994) 年 5 月の気象業務法一部改正の施

行，「（財）気象業務支援センター」の「民間気象

業務支援センター」及び「指定試験機関」として

の指定を受けて，「情報提供業務」が開始され，

平成 6(1994) 年 8 月には第 1 回気象予報士試験が

実施された．これら体制の準備と整備を受けて，

平成 7(1995) 年 5 月には，予報業務許可事業者に

よる市町村程度の範囲の局地を対象とした一般向

けの予報（一般向け予報）が許可され，解説予報

については許可対象ではなく自由となった．さら

に，平成 8(1996) 年 3 月には気象庁からも府県天

気予報に加えて新たに天気分布予報と時系列予報

の提供が開始され，官民が連携して一般向けの天

気予報が充実された．

その後，気象庁による観測・予報技術の高度化

にともなう気象情報の充実と予報業務許可事業者

による利用技術の向上などから府県予報等につい

て，さらに 1 か月予報等の長期予報での数値予報

技術の高度化を受けて季節予報について規制等が

順次緩和された（気象審議会，2000）．これによ

り，気象業務法改正時の天気予報にかかわる官民
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の役割分担の考え方は，発展的に整理されていっ

た．その経過は次のとおりである．

●平成 7(1995) 年：「特定向け予報」に加え，

市町村程度の範囲の局地を対象とした「一般

向け予報」の許可．「解説予報」を許可の対

象外へ

●平成 12(2000) 年：予報区域の「局地限定」

の解除（「府県予報」の許可），現地観測値収

集要件の緩和，「1 か月予報」の許可

●平成 15(2003) 年：「3 か月予報」と「6 か月予報」

の許可

●平成 24(2012) 年：「10 日予報」までの日々の

予報の許可

2.3.3　気象業務法改正以降の予報業務許可事

業者

気象業務法改正前後の平成 3(1991) ～ 5(1993)
年にいわゆる「バブルの崩壊」により，「失われ

た 10 年」あるいは「20 年」と言われる経済の停

滞の時代に入った．

一方，予報業務許可事業者数は，気象業務法改

正前後から急激に増え，平成 3(1991) 年の 22 者

から平成 17(2005) 年の 61 者と，15 年間で 3 倍と

なった．その後，最近までの 10 年間は，60 者前

後で，ほぼ変化がない．一方，予報業務許可事業

者の総売上げは，平成 5(1993) 年の法改正以降，

300 億円前後とほぼ変化がない状態が続いている

（気象庁，2013）．
さらに，平成 10(1998) 年代にかけては，予報

業務許可事業への新規参入が急増するなか，日本

経済の影響もあり総売上が伸びず，厳しい事業環

境となった．平成 10(1998) 年代からの民間の気

象情報サービスの主要な顧客の状況を見ると，例

えば，政府全体の公共事業関係予算の減少，地上

系民間基幹放送事業者の売上げやマスメディア向

けの広告費減少（総務省，2014，電通，2014）な

どが続いていた．

2.3.4　ICT 化により変貌する民間気象情報サ

ービスと情報の流通

一方，平成 10(1998) 年代以降，ICT 関連事業

が急激に拡大した．予報業務許可事業者において

も，最新の ICT 技術の導入や携帯電話やスマー

トフォンなど新たなメディアでの気象情報の提供

など，各事業者の創意のもと，多様なサービスが

実現している．また，新たな産業分野からの利用

も広がり，それぞれが事業内容に，これまで以上

に特徴を持ち，多様化する時代となった．例えば，

個別に重点を置く事業としても，1）テレビ等に

おける解説，2）レジャー等の利用者を絞ったサ

ービス，3）新たなメディアに対応した情報サー

ビス，4）技術コンサルタント，情報通信システ

ム開発，安全・危機管理などを基盤としたサービ

スなど多様である．

気象業務法改正以降，さらに，近年の社会・経

済等の状況と主要な民間事業をまとめると次のと

おりとなる．

① インターネット・携帯電話・スマートフォ

ン等の普及：個人向け情報サービス（双方向

も含む）と気象情報へのニーズの多様化．地

理情報システム（GIS）や「ビッグデータ」

と融合したサービス

② テレビ放送のデジタル化（2000 年代に順次

移行）：天気予報番組における多彩な解説表

現・演出（気象予報士・キャスターの活躍），

生活関連情報の充実，詳細な地域気象情報の

提供，双方向性

③ 防災・危機管理対策の強化：地震火山津波

情報，緊急地震速報，さらに気象関連も含む

総合的な防災情報の提供サービス．ICT を活

用した危機管理・安全情報と気象情報を融合

させたサービス

④ 環境・エネルギー等の新規産業：新エネル

ギー，環境対策向けの情報提供サービス

各事業者による個別サービスの詳細を記述する

ことは，紙面の都合で割愛するが，ここでは平成

26 年度末の予報業務許可事業者（気象）の 64 者

の一覧表ととともに，各事業者のホームページに

リンクが可能な気象庁ホームページを紹介するこ

ととする（第 1 表）．

これらの様々なサービスにより，国民一人一
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人，あるいは，個別の企業など，利用者側から見

れば，欲しい時に欲しい情報がとれる時代となっ

ている．同時に，サービスを利用する料金につい

ても，特に ICT 化に伴い気象情報の処理技術の

高度化と通信料の更なる低廉化が進み，ほぼ無償

で情報を入手することが可能となっている．

一方，ICT 化により，気象庁が提供する情報の

処理や利用が，技術的に容易になってきており，

（一財）気象業務支援センターのオンライン配信

サービスについても，新たな利用者として予報業

務許可事業者以外の一般企業等が急激に増えてき

ている．

これらの詳細な動向については，次章で記述す

る．

3.　情報提供業務の利用者の動向

3.1　情報提供業務とオンライン配信サービス

の経過

3.1.1　情報提供業務の制度的な概要

（一財）気象業務支援センターによる「情報提

供業務」は，「気象業務法第二十四条の三十一」

により実施方法や料金（利用者の負担金）等につ

いて「情報提供業務規程」を定め，事前に気象庁

長官の認可を得ることとされている．さらに，「気

象業務法第二十四条の三十二」により，情報提供

業務に係る経理とその他の業務に係る経理と区分

して整理することとされている 6．これら規定に

より，受益者負担の原則の下に実施される業務に

ついて，予報業務許可事業者等の利用者への透明

性と公平性を確保してきている．

さらに，配信システムの整備・更新，料金改訂

等に当たっては，気象庁，学識経験者，予報業務

許可事業者や報道機関等の利用者の代表から構成

される「配信事業検討委員会」から助言や指導を

頂いてきている．なお，利用者の負担金について

は，システム整備・運用，利用者数等の状況を踏

まえて，概ね 3 年ごとに見直してきている．近年

は，利用者の増加を反映し，負担金を減額してき

第 1 表　平成 26 年度末の予報業務許可事業者（気象・波浪）の 64 者の一覧．各事業者のホームページは，次の

気象庁ホームページにリンク先が紹介されている（http://www.jma.go.jp/jma/kishou/minkan/minkan.html#83，
2015.8.17 閲覧）．

6 （一財）気象業務支援センターは，気象予報士試験の実施事務を行う試験機関として気象庁長官に指定されており，

気象業務法において区分経理することとされている．また，気象庁に登録している，測器検定にかかわる検定機関

の事務についても，透明性を確保するため区分経理している．
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ている．例えば，平成 21 年 4 月，平成 23 年 8 月，

平成 27 年 4 月の 3 回の見直しでは，個別のデー

タ区分（種別）で見ると変動はあるものの平均的

には，それぞれ 10％前後から数十％程度の減額

となっている．

3.1.2　オンライン配信システム整備の経過（平

成 7～ 26 年度）

オンライン配信サービスについては，当初は

（財）日本気象協会に委託され MICOS を通して

実施されたが，平成 8 年 3 月，気象資料総合処理

システム（COSMETS）の更新に併せて（財）気

象業務支援センターが独自のオンライン配信シス

テム（現在の「電文形式配信システム」）を気象

庁本庁庁舎内に整備し運用を開始した．

その後，数値予報格子点値（GPV）等の大容量

化に伴い，平成 12 年度には「ファイル形式配信

システム」の運用を開始し，GPV 等の配信が「電

文形式配信システム」から順次移行した．現在，「電

文形式配信システム」は，主に地震火山津波情報，

気象注意報・警報等，即時性を特に確保する必要

がある防災気象情報が中心となっている．「ファ

イル形式配信システム」は，容量の大きな数値予

報 GPV や気象レーダー等のデータを配信してお

り，データ量においてオンライン配信サービスの

主体となっている．

さらに，平成 18 年度には，「緊急地震速報配信

システム」を整備し運用を開始している．また，

平成 27 年 7 月には，静止気象衛星「ひまわり 8 号」

の運用開始にあわせて，気象庁気象衛星センター

の庁舎内に静止気象衛星配信システムを整備し運

用を開始している．

本論では，気象等を中心として「電文形式」及

び「ファイル形式」の両配信サービスにおける利

用者の状況を対象とすることとし，緊急地震速報

配信サービスについては，参考として付録 1 に示

した．

このほか，歴史的には，配信サービスの運用当

初から地方に展開されていた地方中枢気象資料自

動編集中継装置（L-ADESS）からの気象レーダ

ーやアメダスデータの配信サービスが行われてい

たが，平成 17・19 年度の東日本（東京）・西日本

（大阪）アデスの整備とともに東京の配信システ

ムに集約化された．ファックスによる配信サービ

スも，当時の日本電信電話公社の F ネットを利用

して地方官署から行われていたが，平成19年3月，

東京の配信システムに集約化され現在に至ってい

る．また，ファイル形式配信サービスの一環とし

て，平成 16 年度から大学・研究機関向けにイン

ターネットを経由してリクエスト・リプライ方式

で入手する配信サービスを行ってきている．

3.2　調査対象と手法

オンライン配信サービスのうち，電文形式とフ

ァイル形式配信サービスについて調査を行った．

両配信サービスと気象庁による関連システムや情

報の改善について，その経緯を第 2 表にとりまと

めた．なお，前述の地方における配信サービスに

ついては既にサービスが終わり中央に集約され，

あるいは，ファックスや学術向けの配信サービス

については今後の展開や見通しなどから，調査の

対象としないこととした．

調査期間や手法は，第 3 表のとおりである．利

用者数の年次的な推移とともに，利用者の業態と

産業分類について，気象業務法と日本標準産業分

類（総務省，2013）を参考として調査した（第 4
表及び第 5 表）．なお，日本標準産業分類を用い

た調査では，各産業におけるオンライン配信サー

ビスの利用者数から，必要に応じて大分類に加え

て中分類まで結果を示した．

利用者数については，一事業者で，複数の回線

やバックアップ回線を利用するものなど多様であ

り，厳密に割り出すことは難しい．本報告では，

利用者数や回線数について個別の数値で示してい

るものの，全体的な傾向，例えば，年次的な増減

の推移や利用者の業態や産業分類における割合な

どとして見る必要がある．

また，産業分類についても，一事業者で幾つか

の産業分類を横断する事業を展開しているものも

多い．事業者のホームページ等の情報を基に代表

的な事業と考えられる産業に分類したものの，個

別には必ずしも分類が適切でない場合も考えられ

ることから，本分類による調査も全体の傾向とし

て見る必要がある．
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なお，配信サービスによる配信通数やデータ量

については，毎年度末の調査結果を付録 2 に簡単

に示した．

3.3　電文形式配信サービスの利用状況（平成

7～ 26 年度）

3.3.1　配信データの種類と区分数の経過

電文形式配信サービスではデータ種別ごとに分

けて提供している（第 6 表）．これを配信サービ

スでは，「区分」と呼んでいる．平成 7 年度の運

用当初から平成 16 年度までは，6 区分（A ～ F）
であったが，平成 17 年度の配信システム更新に

際し，数値予報 GPV がファイル形式配信サービ

スに移行し，配信データを整理し新たに 9 区分（1
～ 9）を設定し現在に至っている．

3.3.2　電文形式配信サービス利用者（回線）

数と業態による利用状況

電文形式配信サービスの利用状況については，

平成 7 ～ 16 年度までは利用者数が 20 者程度でほ

とんど変化がなく，予報業務許可事業者と報道機

関が主な利用者となっている（第 3 図）．

平成 17 年度に予報業務許可事業者が 14 者から

20 者へ，さらに一般企業等の利用者が約 10 者増

え，その後順調に増加し，平成 26 年度には 135
者に達している．平成 17 年度以降，予報業務許

可事業者の数は 20 者台前半で大きな変化はない

が，一般企業等を中心に利用者が増え，平成 26
年度には予報業務許可事業者の 4 倍に達してい

る．

平成 17 年度には電文形式配信システムを更新

し，汎用のファイル転送プロトコルFTPを採用し，

第 3 表　調査対象と手法．気象業務法による“業態”を第 4 表に，「日本標準産業分類」を本調査用に整理した

一覧を第 5 表に示している．

第 4 表　気象業務法に記載のある予報業務許可事業者や報道機関等の分類を“業態”として調査した．
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第 6 表　電文形式配信サービスにおけるデータ種別と区分．

第 3 図　電文形式配信サービスにおける業態別の利用者数とバックアップ回線（利用者）数の推移（平成 7
～ 26 年度）．配信システムの更新等の時期を参考として示した．
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専用線に加えて IP-VPN とインターネット回線も

利用可能とした．利用者増の要因としては，汎用

プロトコルとインターネット回線の採用による利

便性向上が考えられる．なお，平成 26 年度末の

回線数の割合は，専用線と IP-VPN 併せて 3 割，

インターネット回線 7 割となっている．一方，平

成 20 年代後半から複数回線を利用する利用者も

多く，平成 26 年度にはバックアップ回線の利用

も 36 回線と，全回線数の 2 割と多い．

平成 26 年度におけるデータ区分ごとの利用者

（回線）数，一利用者（回線）当たりの利用区分

数については第 3.5 節で示す．

3.3.3　東日本大震災以降の利用動向

平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災以降，電文

形式配信サービスの利用者についてはバックアッ

プ回線数も含め増加している（第 3 図）．この期

間には，緊急地震速報配信サービスと電文形式配

信サービス（地震火山津波情報や気象注意報・警

報等）を併せて利用する者が，13 者増加，バッ

クアップ回線が 8 回線増加しており，東日本大震

災以降における民間等での防災・危機管理対策の

強化の結果と考えられる（第 4 図）．なお，東日

本大震災から増加に転じるのに 1 年程度の差があ

るが，新規参入に必要な事業計画の策定やシステ

ム開発等の期間と考えられる．なお，緊急地震速

報配信サービスにおける利用状況の詳細について

は付録 1 に示した．

3.4　ファイル形式配信サービスの利用状況（平

成 13 ～ 26 年度）

3.4.1　配信データの種類と区分数の経過

ファイル形式配信サービスでは，データを幾つ

かの種別に区分して数値予報 GPV 等のデータを

提供している．数値予報モデルの精緻化や新たな

プロダクトの配信に伴い，配信するデータ量とと

もに区分数が年々増加し，平成 13 年度当初の 6
区分から，平成 26 年度末現在，62 区分となって

いる（第 5 図，第 7 表）．

第 4 図　平成 18 年度以降，緊急地震速報配信サービスと併せて電文形式配信サービスを利用する業態別の利用者

数及びバックアップ回線（利用者）数の推移（平成 18 ～ 26 年度）．なお，緊急地震速報の警報化と地震動

への予報業務許可制度の導入は平成 19 年 12 月であり，予報業務許可事業者（地震動）のうち平成 18 年度

は後年度許可を得た者で分類している．楕円は，東日本大震災以降の急増を示す．
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3.4.2　平成 13 ～ 26 年度におけるファイル形

式配信サービス利用者（回線）数と業態

による利用状況

利用者数は，平成 13 年度の 11 者から平成 19
年度には 51 者と全体の単調な増加傾向ののち，

平成 20 年度の 55 者から平成 21 年度の 53 者にや

や減少した（分析は第 4.1.3 項で示す）．その後再

び増加し，特に平成 25 ～ 26 年度にかけての 20
者の増加が顕著であり，102 者に達した（第 6 図）．

利用者の増加は，主として一般企業等の新規利

用による．一般企業等の利用者は，ファイル形式

配信サービスの運用開始以降，平成 21 年度の一

時的な減少を除き，順調に増加してきており，平

成 26 年度には 50 者台に達している．

一方，予報業務許可事業者（気象）は，平成

17 ～ 18 年度以降，20 者台で，利用者全体の 3 ～

4 割程度にとどまり，平成 26 年度においても 27
者である．利用者全体のなかでの予報業務許可事

業者（気象）の割合は，平成 18 年度までは，半

数を超え主要な利用者であったものの，一般企業

等の利用者増に伴い，平成 26 年度では 3 割を切

っている．報道機関・行政機関・研究機関の利用

者数は少ないものの，平成 13 年度 3 者から平成

19 年度 11 者，平成 26 年度 22 者と緩やかに増加

してきている．平成 25 ～ 26 年度にかけての 3 機

関合計で 6 者の増加は比較的大きな変化となって

いる．

同一利用者で複数回線を利用するバックアップ

回線は，平成 26 年度においても 8 回線（全回線

数 110 の 7％）であり，電文形式配信サービス（全

回線数 171 の 2 割）よりも割合が少なく，配信さ

れる情報の緊急性と確実性の確保の必要性からく

る違いと考えられる．

利用者数と区分数の増加により，総利用データ

区分数は，順調に増えてきている．但し，一利用

者当たりの利用データ区分数で見ると，予報業務

許可事業者が突出して多く，主な利用者であり，

次に報道機関となっている．一般企業，行政・研

第 5 図　ファイル形式配信サービスにおけるデータ区分数の経過（平成 13 ～ 26 年度）．
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究機関では，利用データ区分数は少なく，利用デ

ータが限られている．平成 26 年度の調査結果に

ついては，第 3.5 節で示す．

3.4.3　数値予報 GPV 等の代表的なデータの利

用状況

数値予報 GPV 関連資料の全体を通した利用者

数は，順調に伸びており，60 者台となっている．

特に，平成 24 年度以降の増加が顕著である．個

別には，全球数値予報モデル GSM，メソ数値予

報モデル MSM を中心に利用者数が順調に伸び，

平成 26 年度では 40 者台となっている（第 7 図）．

予報業務許可事業者（気象）の利用者数は，平

成 18 年度以降，20 者台で大きな変化はないもの

の，若干増加傾向にある（予報業務許可事業者数

に対する割合は約 3 割から約 4 割程度と増加して

いる）．一般企業等の利用者が急増し，既に予報

業務許可事業者の利用者数を超えている．

週間・長期予報アンサンブル GPV の利用者数

は，緩やかに増加しているものの，平成 26 年度

においても 20 者にとどまっている．主な，利用

者は予報業務許可事業者であり，一般企業等への

広がりは見られない．

気象レーダー関連資料の全体を通した利用者数

は，平成 13 ～ 19 年度にかけて順調に増加し，そ

の後数年間は大きな変化はなかったが，平成 24
年度以降再び増加しており，20 者ほど増え 60 者

台となっている．予報業務許可事業者の利用者数

は 20 者台前半でほぼ一定である（第 8 図）．予報

業務許可事業者以外の一般企業等の利用者が急増

し，既に予報業務許可事業者の利用者数を超え，

倍近くになっている．個別には，1km メッシュ解

析雨量・降水短時間予報，1km メッシュ合成レー

ダー，降水ナウキャストを中心に利用者数が多く，

20 者台後半から 40 者台となっている．

第 6 図　ファイル形式配信サービスにおける業態別の利用者数とバックアップ回線（利用者）数の推移（平成 13
～ 26 年度）．配信システムの更新等の時期を参考として示した．
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第 7 図　オンライン配信サービスにおける数値予報 GPV 関連資料の業態別の利用者数の推移（平成 8 ～ 26 年度）．

ファイル形式配信サービスの運用開始は平成 13 年度であり，それ以前は電文形式配信サービスで数値予報

GPV を配信していたため，数年間の移行期間を含め両配信サービスの利用者数から作成した．平成 26 年度

における数値予報 GPV のデータ区分（1 ～ 8 区分，第 7 表参照）の何れかを利用している場合に，利用区

分数によらず 1 利用者として数えている．

第 8 図　ファイル形式配信サービスにおける気象レーダー関連の業態別の利用者数の推移（平成 13 ～ 26 年度）．

平成 26 年度における気象レーダー関連のデータ区分（18 ～ 24 区分，第 7 表参照）の何れかを利用してい

る場合に，利用区分数によらず 1 利用者として数えている．平成 14 年度以前の気象レーダーデータの配信は，

地方の L-ADESS から配信サービスが行われていた．
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3.5　平成 26 年度における電文形式配信サービ

スの利用状況

3.5.1　利用者数と利用区分数の概要

平成 26 年度における電文形式配信サービスの

利用回線数は 171 回線で，平成 25 年度 159 回線

から 12 回線（年率 8％）増加した．バックアッ

プ回線が 36 回線，全体の 2 割程度あり，利用者

数は 135 となる．

予報業務許可事業者（気象）は，利用者数では

全体の 2 割であるが，利用データ区分数では約 4
割 39％を占め，一利用者当たりの利用区分数も

4.8 となっている．一般は，利用者数では半数を

超えるが，利用区分数では 4 割弱，一利用者当た

りの利用区分数も 1.5 と少ない（第 9 図，第 10 図）．

データ区分でみると区分 1 の「地震火山津波」

と区分 2 の「気象注意報・警報」の利用が主で，

それぞれ 118 者と 71 者となっている（第 11 図）．

3.5.2　利用者の産業分類

利用者全体 135 者を見ると，情報通信技術（ICT）
や情報のハード・ソフト面のサービスにかかわる

「情報処理・提供サービス業（61 者）」，「放送業

（12 者）」，「通信業（8 者）」などである．一部，「製

第 10 図　平成 26 年度の電文形式配信サービスにおける一利用者当たりの業態別の平均利用区分数．

第 9 図　平成 26 年度の電文形式配信サービスにおけ

る利用者 135 者と総利用データ区分数 296 区分

の業態別割合．
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造業（19 者）」，「技術サービス業（8 者）」，「地方・

国家公務（13）」などにも広がりを見せてきてい

る（第 12 図）．

予報業務許可事業者（気象・地震動）39 者の

主要事業は，日本標準産業分類によると，その約

2/3 の 26 者が，「情報処理・提供サービス業（情

報提供あるいはソフト・システム開発）」である．

第 12 図　平成 26 年度の電文形式配信サービスにおける利用者（総数 135 者）の産業分類．予報業務許可事業者と

それ以外の一般の区分けも示した．

第 11 図　平成 26 年度の電文形式配信サービスにおけるデータ区分（1 ～ 9 区分，第 6 表参照）ごとの業態別の利

用者数（総数 135 者）．
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3.6　平成 26 年度におけるファイル形式配信サ

ービスの利用状況

3.6.1　利用者数と利用区分数の概要

平成 26 年度におけるファイル形式配信サービ

スの利用回線数は 110 回線で，平成 25 年度 88 回

線から 22 回線（年率 25％）が増加している．バ

ックアップ回線数は 8 回線あり，利用者数は 102
となり，回線数よりも若干少なくなる．

ファイル形式配信サービスでは，新規プロダク

ト（局地数値予報モデル LFM，高解像度ナウキ

ャスト，MSM ガイダンス，海洋解析予報）の配

信も加わり，利用者全体の総利用区分数は 746 で，

平成 25 年度 609 から 137（年率 22％）増加した．

全体 110 回線（102 者）のうち，予報業務許可

事業者（気象）が 31 回線（27 者），3 割弱，一般

が 56 回線（52 者），約 5 割で半数に達している．

報道機関は 6回線（5者），行政機関は 6回線（6者），

研究機関 12 回線（12 者）で，5 から 10％程度で

ある（第 13 図）．

予報業務許可（気象）を実際に取得している

事業者数は 64 者（平成 26 年度末）であり，その

内 27 者，約 4 割が配信サービスを利用している．

一方，地震動（緊急地震速報）の許可を取得した

事業者では，そのうち緊急地震速報配信サービス

を利用している割合が約 6 割であることと比較す

ると，その割合は低い．

予報業務許可事業者（気象）は，利用回線数で

は全体の 3 割弱であるが，利用データ区分数では

6 ～ 7 割を占め，一回線当たりの利用区分数も 16
区分となっている．一般は，利用回線数では半数

を超えるが，総利用区分数では 2 割強，一回線当

たりの利用区分数も 3 区分と少ない（第 14 図）．

3.6.2　データ区分ごとの利用状況

数値予報モデル GSM と MSM の GPV，気象レ

ーダー，解析雨量・降水短時間予報，アメダスの

利用者が多い．利用者が多いデータについては，

予報業務許可事業者（気象）以外の一般企業等で

の利用も多くなってきている（第 15 図）．

また，新規プロダクトである，局地数値予報

モデル LFM，高解像度降水ナウキャストの利用

も堅調で，平成 27 年度に入ってからも増加し

第 13 図　平成 26 年度のファイル形式配信サービスに

おける回線数とデータの利用区分総数の業態別

の利用状況．回線数と利用者数の差が小さいた

め回線数で示した．

ている．

3.6.3　利用者の産業分類

利用者全体 102 者を見ると，情報通信技術（ICT）
や情報のハード・ソフト面のサービスにかかわ

る「情報処理・提供サービス業（32 者）」，「製造

業（電子・電機・情報通信機器製造業）（14 者）」，

「技術サービス業（14 者）」，「学術・研究機関（9
者）」のほか，「放送業（6 者）」，「地方公務（5 者）」，

「電気業・ガス業（7 者）」，「通信業（3 者）」など，

多様な産業に利用が広がってきている（第 16 図）．

予報業務許可事業者（気象）27 者の主要事業は，

日本標準産業分類によると，そのほとんどが，「情

報処理・提供サービス業（情報提供あるいはソフ

ト・システム開発）」，あるいは「技術サービス業

（コンサルタント）」の事業者である．
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第 14図　平成 26年度のファイル形式配信サービスにおける利用回線ごとの 5業態別の平均利用区分数．

4.　情報提供業務の動向を踏まえた民間気象業

務の現状と今後

4.1　近年のオンライン配信サービスにおける

利用者の特徴

4.1.1　予報行業務許可事業者と一般企業等の

利用状況の特徴

オンライン配信サービスの利用者は，平成 7 年

度の事業開始当初から平成 10 年代前半までは，

予報業務許可事業者と報道機関が主で 20 者前後，

利用者全体の 7 ～ 8 割を占めていた．しかしなが

ら，平成 10 年代後半に入ると，両者の利用者数

には大きな変化がない中，一般企業等の新規利用

者が年々増加した．

但し，個々の事業者が利用する情報量（総利用

区分数）から見ると，予報業務許可事業者は，数

値予報 GPV 等の多くの情報を活用しており，引

き続き「情報提供業務」の主要な利用者である（特

に，ファイル形式配信サービス）．配信情報の利

用量からみると，

●予報業務許可事業者は，多くの配信情報を利

用している「大口ユーザー」である．利用者

へのサービス面では，様々なサービスを総合

的に提供しているものから，利用者を特定し

たサービスを行うものまで多様である．

●一般企業等は，配信情報を限定して利用して

いる「小口ユーザー」である．サービス面で

は，自らの中心的な事業と気象情報を融合さ

せたサービスなど専門的あるいは特定したも

のなどがある．

4.1.2　オンライン配信サービスにおける新規

利用者の利用データの特徴

平成 26 年度における「電文形式配信サービス」

の利用者 135 者のうち，同サービスのみの利用者

は 72 者で半数を超え，さらに，緊急地震速報と

電文形式の両配信サービスのみを利用する 24 者

を加えると，96 者（7 割）に達する．「電文形式

配信サービス」の利用者（一般企業等）の多くは，

地震火山津波情報や気象注意報・警報等の防災情

報（気象庁の最終製品）を中心に事業を展開して

いることを示唆している．

一方，「電文形式配信サービス」に加えて「フ

ァイル形式配信サービス」を併せて利用する者は

39 者（3 割）で，その半数 20 者は予報業務許可

事業者（気象）である．

「ファイル形式配信サービス」では，数値予報

GPV や気象レーダー関連のプロダクトについて

も，予報業務許可事業者（気象）以外の利用者数

が予報許可事業者数を上回ってきている．近年の

新規利用者については，予報業務許可の対象とな
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らない事業（事業所内での利用，気象レーダー関

連など観測や解析結果を気象庁の製品としてその

ままの形で利用）において利活用が進んでいるこ

とを示唆している．

4.1.3　オンライン配信サービス利用者をとり

まく社会・経済等の周辺環境

ファイル形式配信サービスについては，全体と

しては利用者数が順調に増加してきているが，平

成 21 年度に一時的にやや減少している．平成 21
年度頃には日本の国内総生産 GDP の成長率や企

業の設備投資が減少しており，さらに，平成 22
年度末には東日本大震災が発生している．この時

期のオンライン配信サービスの利用者の状況につ

いては，このような社会・経済等の環境変化も一

因として考える必要がある．

さらに，東日本大震災以降，電文形式，ファイ

ル形式及び緊急地震速報の全てのオンライン配信

サービスについて，平成 24・25 年度に利用者数

の増加が顕著になる，あるいは，再び増加に転じ

ていることは，民間も含めた関係機関における防

災・危機管理対策の強化が大きな要因として考え

られる．

4.2　利用者増加の主な要因と利用者の今後の

見通し

4.2.1　主な要因と転換点

近年における「情報提供業務」の利用者の増加

については，利用者数の年次的な推移，利用者の

産業分類，利用データの種類などから，以下の 3
つが，主な要因として上げられる．

I．平成 10 年代後半の ICT 化の促進により，関

連技術も発展し，多様な事業者が情報関連の

事業への新規参入が可能となった

II．我が国全体としての防災・危機管理意識が

高まり，対策が民間企業も含め進められた．

同時期の緊急地震速報の運用開始（平成 16
年試験提供，平成 18 年先行的提供，平成 19
年一般への提供）も牽引役として，一つの要

因として上げられる．さらに，平成 23 年 3
月 11 日の東日本大震災による防災・危機管

理対策の加速が考えられる

III．気象レーダー・アメダス，数値予報等と関

連プロダクトの精緻化と精度向上も，要因の

一つと考えられる

第 16 図　平成 26 年度のファイル形式利用者における産業分類別の利用者数．予報業務許可事業者とそれ以外の一

般も併せて分類した．
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これら要因を踏まえると，近年における気象情

報サービス（配信サービス）の転換点として次の

2 点があげられる．

① 平成 10 年代後半（平成 17 年頃が代表）（ICT
化の進展，防災・危機管理対策の強化，気象

情報の精度向上・精緻化の 3 者が相まって）

② 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災（更な

る防災・危機管理対策の強化・加速）

ICT 化について配信サービス側から見ると，平

成 17 年度の電文形式配信システムの更新に際し

て，汎用のファイル転送プロトコル FTP の採用

とインターネット等の回線を利用可能としたこと

が，利用者の利便性を高め増加の要因になったと

考えられる 7．

なお，総務省では国内のデータ流通量について，

国内企業へのアンケートから，情報種別ごとに

平成 17 年度から推計している（総務省「ビッグ

データ時代における情報量の計測に係わる調査研

究」（平成 26 年））．総務省（2014）によると，気

象データの流通量もデータ種別として調査されて

おり，平成 25 年の流通量は，平成 17 年からの 8
年間で約 9 倍に増加している．調査対象となった

情報種別（メディア別）の中では増加の割合が高

いグループにある（第 17 図，第 8 表）．

一方，防災・危機管理面では，平成 16 年に

は新潟・福島豪雨，福井豪雨，相次ぐ台風襲

来，さらに，その後も，豪雨，豪雪，台風等によ

第 17 図　総務省の調査による国内のデータ流通量の

推移．国内企業へのアンケートから，情報種別

ごとにデータの流通量を平成 17 年度から推計

している．図は，総務省（2014）に掲載されて

いる資料である（総務省「ビッグデータ時代に

おける情報量の計測に係わる調査研究」，平成

26 年）．

7 気象庁では，防災気象情報の利活用促進に向けて「気象庁防災情報 XML フォーマット」を開発し平成 21 年 5 月

に公開し，さらに，平成 24 年 12 月に同形式の電文について気象庁ホームページを通じた試行的な公開を開始して

いる．最近 10 年間程度の配信サービスの利用者の増加傾向から，XML 化は ICT 技術に適合してデータ処理の利

便性を高めたものの，配信サービス利用者の増加自体の要因としては考え難い．

第 8 表　平成 17 年度からの「気象データ」のデータ流通量．平成 25 年の流通量は，平成 17 年から 8 年

で約 9 倍に増加している．総務省 (2014）のデータより作成．

る被害が多発し，気象庁においても様々な情報の

改善を段階的に進めてきている．地震関係でも，

平成 16 年には新潟県中越地震が発生しており，

その後も被害をもたらす地震も相次ぎ，平成 23
年 3 月 11 日に東北地方太平洋沖地震（東日本大

震災）により未曾有の津波被害となった．
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4.2.2　新たな民間気象業務の時代へ

（一財）気象業務支援センターのオンライン配

信サービスについて調査を行った．特に，オンラ

イン配信サービスの利用者については，予報業務

許可事業者・報道機関以外の一般企業等が急増し

ている．平成 7年度のオンライン配信運用開始後，

10 年間程度は，東京からの全国版の配信サービ

スの利用者数はほぼ 20 者前後であったが，現在

では，主要な 3 つの配信サービスで延べ 300 者を

超え，実態的にも利用者数は 10 倍を超え拡大し

ている．このような利用者の急増は，気象情報の

価値が益々高まり，多様な産業分野へと利活用が

広がっていることを示している．

新規利用者には，情報通信，（社会）システム

開発，建設，同コンサルタント等多様な産業分野

に広がりを見せてきている．ICT 化の進展ととも

に，技術的にも気象情報利用のためのハードルが

低くなり，情報システム関連事業への事業拡大が

行われ，気象情報の利用が進んだものと考えられ

る．

例えば，気象関係以外に独自の本来事業を持ち，

事業者の得意分野（情報通信，安全・危機・シス

テム管理，エネルギー等）と気象庁発表情報を最

終製品として融合させ，付加価値としていること

が示唆される．予報業務許可事業者の活動を含め

て，全体を見ると，気象情報を利用する産業分野

や事業形態が益々多様化・拡大してきていると言

える．

最近の予報業務許可事業への新規参入 10 者を

見ても，報道機関 3 者，これまで同様な気象情報

の提供を主とする事業者・個人 4 者のほか，エネ

ルギー関連企業や建設コンサルタント企業も許可

を取得している．これら 2 者については，最近の

数値予報 GPV 等の一般での利用と呼応する動き

の一つの表れとも考えられる．

このように，一般企業等においても，最終的な

気象情報の受け手としての利用ではなく，（一財）

気象業務支援センターから自ら気象情報を入手し

利活用を進めており，この点からも様々な産業・

経済活動において気象情報の価値が益々高まって

きているものと考えられる．このため，今後の民

間気象業務については，予報業務許可事業者（気

象）・報道機関のみならず，他の一般企業等も含

めより総合的にとらえる必要がある．

4.3　オンライン配信サービスの見通しと気象

情報の流通促進への期待

近年の ICT 化等の急激な発展，配信サービス

の利用者の動向に加え，平成 27 年 4 月 1 日の配

信サービスの負担金改定（減額）などから，当面，

既存利用者の追加的なデータ利用に加えて，新規

利用者も増えるものと期待される．

益々高度化する情報通信技術（ICT）の時代に

おける情報の流通という視点で見ると，気象情報

は，単に点のデータの集合ではなく，解析・予測

技術の高度化により，空間的・時間的に均質かつ

良質で高い精度の客観的データを提供でき，その

精緻化が進められており，引き続き利用が拡大す

るものと考えられる．特に，このような気象情報

の特質（空間的・時間的に均質）から「地理情報

システム（GIS）」との親和性も良く，「ビッグデ

ータ」の時代において，「情報基盤」としての気

象情報の活用が，新たな産業分野も含めて進むも

のと期待される．

高解像度降水ナウキャストや気象衛星「ひまわ

り 8 号」等の精緻化されたプロダクトや，今後計

画されている数値予報・天気予報ガイダンス等の

精度向上・精緻化など，気象情報の潜在的な可能

性は極めて高い．ICT技術の急激な発展とともに，

必要な技術的なハードルが低くなっており，引き

続き一般企業等において利用が伸びる可能性が高

い．産業分野としては，新エネルギー，地理情報

システム（GIS），セキュリティー等にかかわる

事業者等による利用が期待される．

以上，今後の民間気象業務については，予報業

務許可事業者（気象）・報道機関のみならず一般

企業等も含め，全く新たな視点と尺度が必要な時

代に入っており，気象庁のみならず民間も含めた

気象情報サービスについて総合的なネットワーク

として捉えることが益々必要になってきている．

一般国民等の利用者側からの視点に戻れば，国民

一人一人まで，ほぼ無償で欲しい時に欲しい情報

がとれる時代となり，気象業務の目的が着実に実

現・前進してきており，今後とも様々なサービス
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が展開されて行くものと期待される．

5.　おわりに当たって　～オープンデータと気

象業務～　

近年，国の“オープンデータ”政策の一環とし

て，国や地方自治体が保有する公共データの計算

機可読型での公開が進められている．

一方，気象業務においては，国民と利用者に情

報を提供（公開）することを責務とする業務の特

質から，計算機可読型の情報提供については，計

算機の発展とともに 40 年近く前の昭和 50(1975)
年代には初期段階ではあるが開始されている．さ

らに，制度面から平成 5 年の気象業務法の改正に

より情報公開と受益者負担の原則のもと情報を提

供する枠組みが整えられた．気象業務から見る

と，現在進められている政府のオープンデータ政

策は，40 年前，さらに制度的には 20 年前から先

駆的な枠組みが作られている．

現在，行政機関が保有する情報の公開が関係省

庁で推進されている．実態としては，これまで公

開されてこなかった公共情報を，計算機処理が可

能な様式で公開し，民間も含めて利用を拡大・普

及する段階にあると言える．例えば，河川，地理，

地方自治体などの保有する情報について，公益法

人や一般財団法人の活用，公募や競争入札による

情報提供の枠組みなどが整えられてきているが，

気象業務における情報提供業務は制度としては先

進的なものと言える．

“オープンデータ”政策の具体化に当たっては，

気象庁も含め関係する行政機関において行・財政

事情も踏まえて効率的・効果的に手段（制度も含

め）を選択し，国民に還元する必要がある．関係

省庁の取り組みの一端は先に述べたとおりである

が，気象業務においては一つの手段として民間気

象業務支援センターの「情報提供業務」があり，

気象情報へのニーズの拡大から利用者も増え，受

益者負担のもと順調に推移し健全に運営されてき

ている．

“オープンデータ”政策を広義に解釈すれば，

気象庁自らと民間気象業務支援センターの情報提

供業務のみではなく，より広く報道機関や予報業

務許可事業者等の民間事業も含めた概念として捉

える必要がある．その中で，気象情報については，

気象業務の特質，特に，警報等の成果を 24 時間

365 日，迅速・確実に社会・国民に還元すること，

さらに，広く国民が日々必要とし最もニーズの高

い行政情報であることを常に念頭に置く必要があ

る．このため，気象庁と防災関係機関・報道機関，

（一財）気象業務支援センター，さらには予報業

務許可事業者等の民間事業も含めた総合的なネッ

トワークとして機能するよう効果的かつ効率的に

最善の措置を講じる必要がある．

おわりに当たって，（一財）気象業務支援セン

ターとしては，気象業務法に定められた「民間気

象業務支援センター」の責務を遂行するため，オ

ンライン配信事業の健全な運営に努めるととも

に，中長期的な視点からオンライン配信サービス

の利用者の動向を調査・分析し，関係者への情報

提供や公表に努め，民間気象業務と気象情報の利

活用・流通の促進に貢献することとしている 8．

また，オンライン配信サービスの新規利用者も含

め，気象情報の利活用促進と普及に向けて全ての

関係者への支援を強化することとしている．

なお，本報告では，日本の社会・経済等の動向

についても民間気象業務の発展やオンライン配信

サービスの利用者の変化の背景として適宜触れた

が，引き続き民間気象業務の発展については，単

に技術面のみならず広く社会・経済等の動向も見

据えて行く必要がある． 

付録 1　緊急地震速報配信サービスの利用状況

1.　はじめに

平成 18 年度に運用を開始した緊急地震速報配

信サービスの利用者の状況についてとりまとめ

る．

緊急地震速報にかかわる経過は次のとおりで

ある（括弧内は実施主体．「センター」は（一財）

気象業務支援センター）．

8 本報告の調査結果については，平成 27 年 1 月以降，「気象振興協議会」や「緊急地震速報利用者協議会」などに

報告するとともに，配信サービスの利用者に情報の提供を行ってきている．
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● 平成 16 年 2 月：緊急地震速報の試験提供開

始（気象庁）

● 平成 18 年 8 月：「緊急地震速報配信システム」

の整備・運用開始（センター）

● 平成 19 年 10 月：一般向け緊急地震速報の

提供開始（気象庁）

● 平成 19 年 12 月：地震動警報・予報及び予

報業務許可（地震動）の制度化（気象庁）

● 平成 23 年 4 月：配信システムの更新整備（セ

ンター）　　　　　

● 平成 24 年 3 月：配信システムのバックアッ

プシステム（於；大阪管区気象台）整備・運

用開始（センター）

2.　平成 18 ～ 26 年度の利用者の状況

利用者（回線数）は，平成 18 年度の運用当初

から平成 21 年度まで急増し 80 者台（100 回線近

く）となった（第 18 図）．この急増の要因として

は，緊急地震速報の運用に向けて政府等の国をあ

げた周知広報の取り組みを受けて，防災・危機管

理対策における官民における緊急地震速報への期

待とニーズが高まり，あわせて技術的な背景とし

ては平成 10 年代後半からの ICT 技術の急激な展

開が相まった結果と考えられる．また，気象分野

に比べて，速報性と確実な提供が厳格に求められ

るものの，情報としては一種類であったことも参

入を容易にしたと考えられる．

平成 19・20 年度には撤退する利用者も増え，

利用者数の伸びも鈍化し，平成 21 ～ 23 年度には

利用者数はほぼ一定となっている．運用開始から

5 年程度を経過し，新規参入や撤退の動きもほぼ

落ち着き，事業者全体としても事業が安定してき

た結果と考えられる．東日本大震災以降，1 年程

度経て，平成 24・25 年度に再び約 10 者（約 20
回線）が増加し 90 者台（120 回線近く）となった．

この期間は，本論で触れたとおり電文形式配信サ

ービス（地震火山津波情報や気象注意報・警報等）

の利用者も増加しており，東日本大震災以降にお

ける民間等での防災・危機管理対策の強化の結果

と考えられる．

第 18 図　緊急地震速報配信サービスにおける利用者数の推移（平成 18 ～ 26 年度）．4 業態、バックアップ回線別

で示している．緊急地震速報の警報化と地震動への予報業務許可制度の導入は平成 19 年 12 月であり，平成

18 年度は後年度許可を得た者で業態を分類した．



－ 111 －

測　候　時　報　第 82 巻　2015

3.　平成 26 年度における緊急地震速報配信サ

ービスの利用状況

平成 26 年度における回線数及び利用者数（回

線数からバックアップ回線の数を引いた数）は，

全体で，117 回線（93 者），予報業務許可事業者（地

震動）が 47 回線（34 者），一般が 50 回線（39 者）で，

ともに全体の 4 割程度であるが，一般の方がやや

多い．報道機関は 12 回線（者），行政機関は 8 回

線（者）で，1 割あるいは 1 割弱である（第 19 図）．

予報業務許可（地震動）を実際に取得してい

る事業者数は，平成 26 年度で 54 者であり，その

内 34 者，約 6 割が配信サービスを利用している．

予報業務許可事業者（気象）の電文形式とファイ

ル形式配信サービスの利用割合よりも高い．速報

性と確実な伝達が求められる緊急地震速報の性質

のためと考えられる．

利用者を産業分類別に見ると，ICT や情報提供

サービスにかかわるソフト・ハード面の事業者が

半数近くを占めるが，その他，比較的多様な産業

分野で利用が進められている．他分野への広がり

は，気象や防災情報を中心とした電文形式やファ

イル形式配信サービスの利用者に比べて比較的大

きくなっている（第 20 図）．

第 19 図　平成 26 年度の緊急地震速報配信サービスに

おける利用者数（93 者）の 4 業態別割合．

第 20 図　平成 26 年度の緊急地震速報配信サービスにおける利用者数（93 者）の産業分類．予報業務許可事業者（気

象，地震動，気象・地震動両者）とその他の一般を区別した．

4.　今後の見通し

平成 26 年度には緊急地震速報配信サービス

の利用廃止や予報業務許可事業（地震動）を

廃止する者も増え，新規参入を上回り，利用

者・予報業務許可事業者（地震動）ともに増加傾

向から，やや減少傾向に転じた．今後とも，横ば

い，あるいは，ある程度の減少傾向が続くものと
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その後，気象情報の改善・充実とともに徐々に増

加している．平成 26 年度末には 1 日当たり 5 万

通弱となっている．内訳としては，電文形式配信

サービスが 4 万通弱，ファイル形式配信サービス

が約 1 万ファイルである．

データ量については，数値予報モデルの細分化

や拡充とともに段階的に増加している．例えば，

第 2 表で示した通り，平成 17 年度は，COSMETS
更新によりメソスケールモデル（MSM）の細分

化や週間・１か月予報モデルのメンバー数の増加，

解析雨量と降水短時間予報の 1km メッシュへの

細分化などが行われている．また，平成 19 年度

には全球数値予報モデル（GSM）が 20km メッシ

ュに細分化され，平成 25 年度には局地数値予報

モデル（LFM），平成 26 年度には高解像度降水

ナウキャストが導入されている．平成 26 年度末

における 1 日当たりの配信データ量は，約 36G
バイトとなっている．

なお，平成 27 年度のひまわり 8 号の運用や今

後の数値予報モデルの改善により，さらに急激に

配信データ量が増加する見込みである．

第 21 図　電文形式及びファイル形式配信サービスにおいて，平成 14 ～ 26 年度の年度末に実際に配信を行った 1
日あたりの電文とファイルの送信通数及びデータ量（対数目盛）．

考えられる．

気象庁では，平成 28 年度を目指して緊急地震

速報の改善を進めている．この改善については，

事業者におけるリアルタイム震度の処理等の技術

開発，システムや回線への負荷など課題も多く，

引き続き配信サービスの利用者について注視しつ

つ，気象庁，（一財）気象業務支援センター，緊

急地震速報利用者協議会，各事業者が連携し課題

を解決しつつ普及に努める必要がある．

付録 2　オンライン配信サービスにおける配信

通数とデータ量

本論では，配信データの区分数等でデータ量の

増加等について示したが，平成 14 年度から毎年

度末，電文形式配信サービスとファイル形式配信

サービスで実際に配信された電文とファイルの通

数並びにデータ量を調査している（第 21 図）．

配信通数では，平成 17 ～ 18 年度にかけて

L-ADESS の C-ADESS への集約化により減少し，
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略語集

ADESS：気象資料自動編集中継装置

ASM：アジア域数値予報モデル

C-ADESS：全国中枢気象資料自動編集中継装

置

COSMETS：気象資料総合処理システム

FTP：ファイル転送プロトコル

GIS：地理情報システム

GPV：格子点値

GSM：全球数値予報モデル

ICT：情報通信技術

IP-VPN：通信事業者が提供するインターネッ

トプロトコルによる仮想私設通信網

JSM：日本域数値予報モデル

L-ADESS：地方中枢気象資料自動編集中継装

置

LFM：局地数値予報モデル

MSM：メソスケール数値予報モデル

XML：Extensible Markup Language 


